
ヨ
代
五
時
継
図
』
（
定
本
番
号
二
九
）
は
『
三
宝
寺
本
』
『
録
外
御
書
』
等
に
収
録
さ
れ
る
が
、
真
蹟
は
伝
わ
ら
ず
、
著
作
年
次
も
不

明
で
あ
り
三
代
五
時
鶏
図
』
よ
り
も
さ
ら
に
後
人
の
整
理
が
加
わ
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
代
五
時
と
そ
こ
に
属
す
る
各

宗
派
が
拠
り
所
と
す
る
経
典
お
よ
び
祖
師
な
ど
を
図
示
す
る
が
、
あ
わ
せ
て
「
開
会
の
事
」
「
是
諸
経
之
王
と
云
う
事
」
な
ど
の
項
目
を

立
て
て
、
関
連
す
る
経
論
疏
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
経
論
疏
の
要
文
の
引
用
は
、
標
題
の
内
容
と
直
接
関
係
し
て
い
る
の
で
、

■
一

『
注
法
華
経
』
に
注
記
さ
れ
る
要
文
と
対
照
し
て
み
る
こ
と
は
、
要
文
注
記
の
目
的
を
検
証
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
策
で
あ
る
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。

ヨ
代
五
時
継
図
』
の
．
四
十
余
年
諸
経
論
嫌
女
人
」
と
標
さ
れ
る
部
分
に
は

二
ク
ハ
ノ
ナ
リ
ク
ッ
ノ
ヲ

ハ
テ
ニ
ハ
シ
ト
ノ

①
華
厳
経
云
女
人
地
獄
使
能
断
二
佛
種
子
一
・
外
面
似
二
菩
薩
一
内
心
如
二
夜
叉
一
文
。

『
一
代
五
時
継
図
』
と
「
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

『
一
代
五
時
継
図
』
と
『
注
法
華
経
』

は
じ
め
に

薬
王
菩
薩
本
事
品
の
女
人
往
生
段
に
つ
い
て

Ｉ
女
人
成
仏
を
端
緒
と
し
て
１

関
戸
堯
海
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『
一
代
五
時
継
図
』
と
「
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

ク
ヒ
レ
ハ
ヲ
ク
フ
ノ
ヲ
上
ト
ヲ
ト
ラ
ル
ヲ

②
又
云
一
見
臺
於
女
人
一
能
失
一
一
眼
功
徳
一
。
縦
雛
し
見
二
大
蛇
一
不
し
可
レ
見
二
女
人
一
文
。

ニ
ク
ノ
ノ
ハ
ス
ト
モ
ニ
ノ
ノ
ハ
ク
ン
ト
ノ

③
銀
色
女
経
云
三
世
諸
佛
眼
堕
二
落
於
大
地
一
法
界
諸
女
人
永
無
二
成
佛
期
一
文
。

ニ
ク
ハ
ヲ

ス
ニ
ニ
ヤ
ス
コ
ト
セ
ハ
ツ
ー

④
華
厳
経
云
見
二
女
人
一
眼
堕
二
落
於
大
地
一
．
何
況
犯
一
度
堕
二
三
悪
道
一
文
。

二
ク

ス
ル
ニ
ノ
モ
ト

ス
ル
コ
ト
ノ
ノ
ノ
ヲ

⑤
十
二
佛
名
経
云
假
使
遍
二
法
界
一
大
悲
諸
菩
薩
不
し
能
し
降
二
伏
彼
女
人
極
業
障
一
文
。

ニ
ク
ノ
ル
コ
ト
ナ
ル
ス
ラ
ク
ス
ノ
ヲ
ニ
ヤ
ス
コ
ト

テ
ス
ト

一
一

⑥
大
論
云
女
人
見
一
度
永
結
二
輪
廻
業
一
・
何
況
犯
一
度
定
堕
二
無
間
獄
一
文
。

ニ
ク
ト
ヒ
ト
ト
ハ
セ

⑦
往
生
禮
讃
云
女
人
及
根
鉄
二
乗
種
不
レ
生
文
。

ニ
ク
ハ
ノ
ナ
リ
ヒ
セ
ハ
ノ
ノ
ス
ト
ノ
ー

③
大
論
云
女
人
悪
根
本
也
。
一
犯
五
百
生
彼
所
生
虚
輪
二
廻
六
趣
中
一
文
。

二
ケ
〃
ハ

ク
ス
ノ
ヲ

．
ニ
ハ

ト
ハ
ル
卜

⑨
華
厳
経
云
女
人
大
魔
王
能
食
二
一
切
人
一
・
現
在
作
二
纏
縛
一
後
生
為
二
怨
敵
一
文
。

（
定
二
四
二
七
～
八
頁
〉

と
あ
っ
て
（
①
～
⑨
の
数
字
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
Ｊ
爾
前
の
諸
経
に
女
人
の
成
仏
が
否
定
き
れ
て
き
た
こ
と
を
示
す
経
論
疏
と
し
て

『
華
厳
経
』
『
銀
色
女
経
』
『
大
智
度
論
」
な
ど
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
『
注
法
華
経
」
の
注
記
と
対
照
し
て
み
る
と
法
華
経
巻
七

に
収
録
さ
れ
る
薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三
と
共
通
項
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
守
護
国
家
論
』
「
大
文
第
六
明
依
法
華
・
浬
藥
行
者
用
心
者
」
の
「
第
二
明
但
唱
法
華
経
題
目
計
可
離
三
悪
道
者
」
に

テ
ク
ル
ニ

ノ
ヲ
ム

ノ
ヲ

ル
ー
ノ
ヲ
ム

問
云
見
一
華
厳
・
方
等
・
般
若
・
阿
含
・
観
経
等
諸
経
一
勧
二
兜
率
・
西
方
・
十
方
浄
土
一
・
其
上
見
二
法
華
経
文
一
亦
勧
二
兜
率
・
西

ノ
ヲ
ソ
シ
テ
ノ
ー
ム
ル
ヤ

ヲ

テ
ク
ノ
ハ
ノ
ノ
ノ
ニ
シ
テ
ニ
ハ

方
・
十
方
浄
土
一
．
何
違
二
此
等
文
一
但
勧
二
此
瓦
礫
荊
練
之
稜
土
一
乎
○
答
日
爾
前
浄
土
久
遠
實
成
程
迦
如
來
所
現
浄
土
實
皆

ハ
・

ノ
テ

ニ
ム
ル
ノ
ヲ

ハ
メ
ナ
リ
ト
ヌ

機
士
也
。
法
華
経
亦
方
便
壽
量
二
品
也
。
至
二
壽
量
品
一
定
二
實
浄
土
一
時
此
土
即
定
二
浄
土
一
了
。
（
定
一
二
九
～
三
○
頁
・
真
蹟

曽
存
）
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『
薬
王
品
得
意
抄
』
で
は
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
女
人
往
生
の
段
に
つ
い
て
、
女
人
に
は
五
障
・
三
従
の
成
仏
を
妨
げ
る
障
害
が
あ
る
こ

と
を
挙
げ
、
『
銀
色
女
経
』
を
引
用
す
る
ｏ

ノ

ノ

ノ
ノ
ー
テ

テ

ヲ
ク
ノ
セ
ハ
テ
ニ
シ
テ
テ

女
人
往
生
成
佛
段
。
經
文
云
若
如
來
滅
後
後
五
百
歳
中
若
有
》
女
人
一
聞
一
是
經
典
一
如
レ
説
修
行
於
レ
此
命
終
即
往
二
安
楽

ノ

ー
セ
ラ
レ
テ
ス
ル
ニ
セ
ン
ノ

ー
ー

テ
ク

二
ニ
ノ
ヲ
ク
ル
ヤ
ノ
カ
テ

世
界
阿
弥
陀
佛
大
菩
薩
衆
園
逵
住
虚
一
生
一
蓮
華
中
寶
座
之
上
一
等
云
云
。
問
日
此
經
此
品
殊
女
人
往
生
説
有
二
何
故
一
乎
・
答

「
一
代
五
時
継
図
』
と
『
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

〔
七
巻
九
五
〕
『
華
厳
経
』
言

〔
七
巻
九
八
〕
『
銀
色
女
経
』

〔
七
巻
九
六
〕
：
『
華
厳
経
』
言

が
共
通
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
あ
り
、
華
厳
方
等
・
般
若
？
阿
含
・
『
観
無
量
寿
経
』
な
ど
の
諸
経
を
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
弥
勒
菩
薩
の
兜
率
天
や
阿
弥
陀
如
来

の
西
方
浄
土
や
十
方
の
浄
土
へ
の
往
生
を
勧
め
て
お
り
、
法
華
経
に
も
兜
率
天
や
西
方
浄
土
な
ど
へ
の
往
生
を
勧
め
て
い
る
の
で
、
ど
う

し
て
あ
え
て
こ
の
煩
悩
に
満
ち
た
娑
婆
世
界
を
浄
土
と
し
て
勧
め
る
の
か
と
設
問
し
、
寿
量
品
に
来
た
っ
て
真
実
の
浄
土
を
定
め
る
時
、

娑
婆
世
界
こ
そ
が
真
実
の
寂
光
浄
土
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
質
問
の
中
で
法
華
経
に
西
方
浄
土
を
勧
め
て
い
る
と

い
う
の
は
、
薬
王
菩
薩
本
事
品
に
「
若
し
如
来
の
滅
後
後
の
五
百
歳
の
中
に
、
若
し
女
人
あ
っ
て
是
の
経
典
を
聞
い
て
説
の
如
く
修
行

せ
ぱ
勺
此
に
於
て
命
終
し
て
、
即
ち
安
楽
世
界
の
阿
弥
陀
仏
の
大
菩
薩
衆
の
囲
邊
せ
る
住
処
に
往
い
て
、
蓮
華
の
中
の
宝
座
の
上
に
生
ぜ

（
１
）

ん
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
が
「
注
法
華
経
』
を
み
る
と
、
こ
の
経
文
の
周
辺
に
女
人
成
仏
に
関
す
る
注
記
が
集
ま
っ
て
い
る
。

特
に
ヨ
代
五
時
継
図
」
と
対
照
し
て
み
る
と
（
〔
〕
内
の
巻
数
と
数
字
は
山
中
喜
八
編
著
「
定
本
注
法
華
経
』
の
番
号
）
、

〔
七
巻
九
四
〕
『
華
厳
経
』
（
一
代
五
時
継
図
」
の
①
）

」
（
同
③
）

周
壁

（
同
②
）
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と
法
華
経
以
外
の
諸
経
に
於
い
て
女
人
成
仏
が
否
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
、

ツ

ツ

五
障
三
従
と
申
て
、
五
の
さ
は
り
三
し
た
が
ふ
事
あ
り
。
さ
れ
ば
銀
色
女
經
に
は
、
三
世
の
諸
佛
の
眼
は
大
地
に
落
と
も
女
人
は
佛

力

へ
．

に
な
る
べ
か
ら
ず
と
説
れ
、
大
論
に
は
、
清
風
は
と
る
と
云
ど
も
女
人
の
心
は
と
り
が
た
し
と
云
へ
り
。
（
定
四
○
一
頁
・
真
蹟
断

「
一
代
五
時
継
図
』
と
『
注
法
華
経
」
（
関
戸
）

ク

ク
リ
キ
シ
シ
ヘ
ハ
ノ
ヲ
ハ
ノ
ニ
ニ
ク
シ
ム
ヲ
二
テ
ヲ
ス
レ
ハ
ヲ

曰
佛
意
難
し
測
此
義
難
レ
決
歎
。
但
加
二
一
料
簡
一
女
人
衆
罪
根
本
破
國
之
源
也
。
故
内
外
典
多
禁
し
之
。
其
中
以
二
外
典
一
論
し
之
三

ア
リ
・
卜
ハ
↓

ニ
ハ
シ
テ
ハ
ヒ
ニ
シ
テ
ヒ
ニ
テ
フ
ニ
ノ
テ

ナ
ラ
テ
ヲ
ス
レ
ハ

従
。
三
従
申
三
シ
タ
カ
ウ
ト
云
也
。
一
幼
従
一
交
母
一
、
嫁
従
し
夫
、
老
従
レ
子
。
此
有
二
三
障
一
世
間
不
二
自
在
一
。
以
二
内
典
一
論
し

ｋ
０
ニ
ハ
ラ
Ｑ
ｒ
ニ
ハ
ラ
ロ
ト
ニ
ハ
ラ

之
有
二
五
障
一
・
五
隠
昔
ニ
ー
ハ
道
輪
回
間
処
一
男
玉
不
し
催
二
大
梵
天
王
・
一
示
し
作
二
帝
鐸
一
・
三
不
し
作
二
魔
王
・
四
不
し
作
二
韓
輪

ヲ
リ

ニ
ク
ノ
ノ
ハ
ス
ト
モ
ニ
ノ
ノ
ハ
ク
シ
ノ

聖
尹
・
琴
常
藍
ァ
六
道
壁
一
三
塁
不
し
盛
侃
蝿
翔
埠
銀
色
女
經
云
三
世
諸
佛
眼
堕
二
落
於
大
地
一
法
界
諸
女
人
永
無
二
成
佛

期
一
等
云
云
。
（
定
三
四
一
頁
・
真
蹟
断
片
）

ま
た
『
法
華
題
目
紗
』
に
は
『
華
厳
経
』
『
浬
藥
経
』
を
挙
げ
て
（
こ
れ
ら
の
文
は
『
注
法
華
経
」
に
も
み
え
る
。
〔
七
巻
九
四
〕
『
華

厳
経
』
、
〔
七
巻
九
九
〕
『
浬
藥
経
」
一
切
大
衆
所
問
品
）
、

ハ
ノ
ナ
リ
ク
ッ
ノ
ヲ

ハ
テ
ニ
ハ
シ
ト
ノ

内
典
の
中
に
は
初
成
道
の
大
法
た
る
華
厳
経
に
は
女
人
地
獄
使
。
能
断
二
佛
種
子
一
・
外
面
似
二
菩
薩
一
内
心
如
二
夜
叉
一
文
。
隻
林
最
後

ノ
、

リ

ノ
ス
ト

ク

ノ
ノ
ノ

シ
テ
ル
ノ
ノ

の
大
浬
藥
経
に
は
一
切
江
河
必
有
二
回
曲
一
。
一
切
女
人
必
有
二
諸
曲
一
文
。
又
云
所
有
三
千
界
男
子
諸
煩
悩
合
集
為
二
一
人
女
人

ト

カ

業
障
一
等
一
妻
。
大
華
厳
経
の
文
に
、
能
断
佛
種
子
と
説
れ
て
候
は
女
人
は
佛
に
な
る
べ
き
種
子
を
い
（
焦
）
れ
り
。
（
定
四
○
○
頁
．

と
述
べ
、
女
人
が
成
仏
を
否
定
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
の
五
障
と
三
従
を
挙
げ
、
こ
こ
で
も
『
銀
色
女
経
』
を
引
用
し
て
、
法
華
経

だ
け
が
女
人
成
仏
を
説
く
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

片
一

真
蹟
断
片
）
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こ
の
よ
う
に
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
女
人
往
生
の
段
を
め
ぐ
っ
て
、
ヨ
代
五
時
継
図
』
お
よ
び
『
守
護
国
家
論
』
『
法
華
題
目
紗
」
『
薬

王
品
得
意
抄
」
に
引
用
さ
れ
る
経
論
疏
が
『
注
法
華
経
』
と
共
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
注
法
華
経
』
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
に
は
、
女

人
往
生
に
関
す
る
要
文
が
列
記
さ
れ
て
い
る
と
推
察
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
法
華
経
の
本
文
に
関
連
す
る
要
文
を
集
め
る
と
い
う
『
注
法

華
経
』
の
注
記
の
特
徴
に
つ
い
て
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
一
代
五
時
継
図
』
に
は
．
可
広
宣
流
布
法
華
事
」
と
標
し
て

ノ
ニ
ク

キ
テ
ク
リ
ニ

ノ
ク
レ
ノ
ナ
リ
ヲ
テ
ル
ヤ
ル
コ
ト
ヲ

ニ
ク

ト

傳
教
大
師
守
護
章
云
正
像
梢
過
已
末
法
太
有
し
近
。
法
華
一
乗
機
今
正
是
其
時
。
何
以
得
し
知
。
安
楽
行
品
云
末
世
法
滅
時
文
。

ノ
ー
ク
レ
ハ
ヲ
チ
ノ
リ
ノ
メ
レ
ハ
ヲ
ノ
ノ
レ
ハ
ヲ
チ
ノ

ナ
リ
ニ
ク

秀
句
下
云
語
レ
代
則
像
終
末
初
。
尋
し
地
唐
東
掲
西
。
原
し
人
則
五
濁
之
生
闘
靜
之
時
。
經
云
如
來
現
在
猶
多
怨
嫉
況
滅
度
鮒

ノ
ニ
ル

ノ
ー
ク
ノ
レ
ハ

チ
ス
レ
ハ
レ
テ
ナ
ル
ヲ
ル
ヲ

道
暹
和
尚
輔
正
記
云
法
華
教
興
權
教
即
廃
。
日
出
星
隠
見
レ
巧
知
し
拙
文
。

ノ

ー
ク

今
ン
テ
・
ジ
ト
，
シ

法
華
経
安
楽
行
品
云
一
切
世
間
多
し
怨
難
レ
信
文
。

二
ク
レ
ノ
チ

ノ

シ
ー
ナ

ニ
ン
卜
ム
ル
コ
ト
セ

薬
王
品
云
我
滅
度
後
後
五
百
歳
中
廣
二
宣
流
三
布
於
閻
浮
提
一
無
し
令
二
断
絶
一
文
。

二
ク

ノ

ヲ
ニ
シ
ヲ
テ

ニ
ク
メ
テ
セ
ン
ト
ラ
セ

勧
發
品
云
我
今
以
二
神
通
力
一
故
守
二
護
是
經
一
於
二
如
來
滅
後
閻
浮
提
内
一
廣
令
二
流
布
一
使
レ
不
二
断
絶
一

ノ
ニ
ク
ス
タ
ル
ノ
ミ
ニ
ヲ

ク
ト
ー

文
句
一
云
非
二
一
但
當
時
獲
二
大
利
益
一
後
五
百
歳
遠
沽
二
妙
道
一
文
。

ニ
ク

ク
シ
ー

ク
ス
ヲ

ー
乗
要
決
云
日
本
一
州
圓
機
純
一
朝
野
遠
近
同
歸
二
一
乗
一
綣
素
貴
賎
悉
期
二
成
佛
一
・

ノ
ニ
ク
ノ
ニ
ハ
テ
セ
ヲ
テ
サ
ヲ
ノ
ニ
ハ
テ
サ

安
然
廣
澤
云
彼
天
竺
國
有
二
外
道
一
不
し
信
二
佛
道
一
。
亦
有
二
小
乗
一
不
し
許
二
大
乗
一
・
其
大
唐
國
有
二
道
法
一
不
し
許
一

ヨ
代
五
時
継
図
』
と
》
「
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

ノ
ー
ル

後
。
此
言
良
有
二
所
以
一
也
文
。

薬
王
菩
薩
本
事
品
の
後
五
百
歳
に
つ
い
て

佛
法
一
。
亦



①
説
法
品
第
二

三
代
五
時
継
図
』
で
は
。
念
仏
可
末
代
流
布
事
」
（
二
四
四
二
頁
）
に
『
無
量
寿
経
』
『
往
生
礼
讃
」
『
西
方
要
決
」
『
法
華
玄
義
」

な
ど
が
引
用
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
『
像
法
決
疑
経
」
か
ら

二
ク

リ

テ
ノ
ニ

ノ
ヲ
ノ
ヲ
ル
ー
ノ
ハ
ル
ト
卜

像
法
決
疑
經
云
常
施
菩
薩
従
二
初
成
道
一
乃
至
浬
藥
於
二
其
中
間
一
不
し
見
三
如
來
説
二
一
句
法
一
・
然
諸
衆
生
見
レ
有
二
出
没
説
法
度

『
一
代
五
時
継
図
』
と
『
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

一
ア

サ
ヲ
力
ニ
ハ
シ
テ
ヲ
シ
コ
ト
ト
シ
テ
ル
モ
ノ
ハ
ヲ

有
二
小
乗
一
不
し
許
二
大
乗
一
○
我
日
本
國
皆
信
二
大
乗
一
無
し
有
一
一
人
不
咳
願
二
成
佛
一
。

二
ク
ニ
リ

タ
リ
ノ
ノ
ミ
ニ
ス
ヤ
二

玲
伽
論
云
東
方
有
二
小
國
一
唯
有
二
大
乗
機
一
・
豈
非
二
我
國
一
文
。
（
定
二
四
三
三
～
四
頁
）

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
「
我
が
滅
度
の
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
、
閻
浮
提
に
広
宣
流
布
し
て
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
な

か
塗
と
い
う
経
文
に
関
連
し
て
豈
法
華
文
包
の
「
後
の
五
百
歳
、
遠
く
妙
道
に
沽
わ
ん
」
の
文
を
引
用
す
る
が
、
こ
れ
も
窪
法

華
経
」
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
「
後
五
百
歳
中
広
宣
流
布
」
の
経
文
の
部
分
に
注
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
〔
七
巻
一
○
四
〕
『
法
華
文

句
』
一
上
）
。
こ
の
点
に
よ
っ
て
も
、
法
華
経
本
文
の
内
容
に
関
連
す
る
要
文
を
注
記
す
る
と
い
う
『
注
法
華
経
」
の
注
記
の
特
徴
を
よ

く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヨ
代
五
時
継
図
」
に
は
『
注
法
華
経
」
の
開
経
、
す
な
わ
ち
『
無
量
義
経
」
の
行
間
に
注
記
さ
れ
る
要
文
と
同
じ
文
も
み
え
、
標
題

に
よ
っ
て
引
用
の
意
図
に
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

人
一
文
。
（
定
二
四
四
二
頁
）

「
無
量
義
経
」
と
の
接
点
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②
十
功
徳
品
第
三

ヨ
代
五
時
継
図
」
に
．
伝
教
大
師
一
期
略
記
云
」
と
標
題
が
あ
る
部
分
に
引
用
さ
れ
る
『
摩
訶
止
観
」
『
摩
訶
止
観
弘
決
』
の
文
も
、

『
注
法
華
経
」
の
『
無
量
義
経
』
十
功
徳
品
第
三
に
注
記
さ
れ
る
文
と
共
通
す
る
。

と
引
用
さ
れ
る
文
は
、
『
注
法
華
経
』
の
「
無
量
義
経
』
説
法
品
第
二
に
注
記
さ
れ
る
文
と
同
じ
で
あ
る
（
〔
開
経
六
九
〕
『
像
法
決
疑
経
』
）
。

『
注
法
華
経
」
で
は
霊
臺
義
経
』
に
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
亀
開
結
」
二
○
頁
）
「
次
説
方
等
十
二
部
経
摩
訶
般
若
華
厳
海
空
宣
説
菩

（
４
）

薩
歴
劫
修
行
」
と
い
う
経
文
の
付
近
に
、
経
文
の
内
容
に
直
接
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
要
文
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
『
像
法
決
疑
経
』

も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
特
に
「
像
法
決
疑
経
」
は
「
菩
薩
の
歴
劫
修
行
」
に
関
連
し
て
、
法
華
経
こ
そ
が
末
代
に
流
布
す
べ
き
正
法

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
注
記
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
雪
代
五
時
継
図
』
で
「
末
代
に
流
布
す
べ
き
法
は
念
仏
な

の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
主
題
の
も
と
引
用
さ
れ
る
の
と
同
基
軸
に
あ
る
と
い
え
る
。

〔
開
経
九
七
〕
『
摩
訶
止
観
弘
決
」
五
之
五

ノ
ニ
ク
ノ
ー
ト
カ
ヲ

止
観
五
云
是
故
二
夜
不
レ
説
二
一
字
一
文
。
（
中
略
）

ノ
ニ
ク
テ
ノ
ニ
タ
マ
フ
キ
ノ
ヲ
ノ
ハ
ク
ル
ノ
ニ
ク

ヒ
ナ
リ
ル
ー
ノ
ニ
ン
ヤ

タ

弘
五
云
依
二
何
密
語
一
作
壼
如
レ
此
説
一
・
佛
言
依
二
二
密
語
一
。
謂
自
證
法
及
本
住
法
。
然
一
代
施
化
豈
無
二
権
智
被
物
之
教
一
・
但

シ
テ
ノ
ー
タ
テ
ラ
ニ
フ
ト

約
二
此
二
一
未
二
曽
有
咳
説
故
云
二
不
説
一
耳
文
。
（
定
二
四
四
五
頁
）

こ
れ
ら
の
注
記
に
つ
い
て
み
る
と
〔
開
経
九
六
〕
「
摩
訶
止
観
』
〔
開
経
九
七
〕
『
摩
訶
止
観
弘
決
』
は
『
無
量
義
経
』
で
「
十
功
徳
力
」

を
述
べ
る
中
で
第
四
の
王
子
不
思
議
力
に
つ
い
て
「
諸
仏
如
来
、
常
に
是
の
人
に
向
か
っ
て
而
も
法
を
演
説
し
た
ま
わ
ん
。
是
の
人
聞

『
一
代
五
時
継
図
』
と
『
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

『
注
法
華
経
」
の
『
無
量
義
経
』
十

〔
開
経
九
六
〕
『
摩
訶
止
観
』
五
下
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ヨ
代
五
時
継
図
』
に
は
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
女
人
往
生
に
つ
い
て
の
説
示
に
関
連
し
て
、
『
華
厳
経
』
『
銀
色
女
経
』
な
ど
が
引
用
さ

れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
文
が
『
注
法
華
経
』
の
薬
王
菩
薩
本
事
品
の
注
記
と
共
通
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
女
人
往
生
に
関
す

る
共
通
項
を
端
緒
と
し
て
、
三
代
五
時
継
図
』
の
引
用
と
『
注
法
華
経
』
の
注
記
の
共
通
項
を
検
証
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
他
に
も
薬
王

菩
薩
本
事
品
の
「
後
五
百
歳
」
お
よ
び
羅
臺
義
経
』
な
ど
の
接
点
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
華
経
の
本
文
に
関
連
す

る
要
文
を
一
箇
所
に
ま
と
め
て
注
記
す
る
と
い
う
『
注
法
華
経
』
の
特
徴
の
一
端
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。

一
壷
萩

察
さ
れ
る
。

「
一
代
五
時
継
図
」
と
「
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

き
已
っ
て
悉
く
能
く
受
持
し
随
順
し
て
逆
ら
わ
じ
。
転
た
復
人
の
為
に
宜
し
き
に
随
っ
て
広
く
説
か
生
と
あ
る
の
に
関
連
し
て
「
不
説

一
塁
（
釈
尊
の
証
得
し
た
真
理
は
文
字
言
語
に
は
で
き
な
い
と
す
る
考
え
）
に
つ
い
て
の
要
文
を
集
め
た
中
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推

以
上
の
よ
う
に
十
功
徳
品
に
お
い
て
も
、
ヨ
代
五
時
継
図
』
の
引
用
の
い
く
つ
か
に
『
注
法
華
経
」
と
同
基
軸
に
あ
る
例
が
存
在
す

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

註
※
文
中
引
用
の
日
蓮
聖
人
遺
文
は
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
に
拠
り
（
定
○
○
頁
・
真
蹟
の
存
在
有
無
）
と
表
記

し
た
。

（
１
）
「
鑑
識
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
五
二
七
頁
（
以
下
『
開
結
』
と
略
称
す
る
。
）

お
わ
り
に
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（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

『
開
結
』
三
七
頁
。

ク

ノ

キ
フ

フ

「
蓮
盛
紗
』
に
は
「
一
宇
不
説
」
に
つ
い
て
述
べ
「
禅
宗
云
法
華
宗
は
不
立
文
字
義
を
破
す
。
何
故
ぞ
佛
は
一
字
不
説
と
説
給
哉
。
答
汝

ノ
ク

ル

ン
ハ
ハ
シ
フ
ノ

ノ
ニ

ト
レ
ラ
ヌ
ソ
ン
卜
テ
ク

ー
ー

榴
伽
經
文
を
引
歎
。
本
法
自
法
の
二
義
を
不
し
知
歎
。
不
し
學
可
レ
習
。
其
上
於
一
彼
經
一
者
未
顕
眞
實
被
レ
破
畢
。
何
為
一
指
南
一
・
問
云
像
法
決
疑
經

ク

キ
タ
マ
フ
ヲ
ノ
ヲ

フ
ハ

ノ

ニ
ハ

テ
ノ
ヲ

ニ
ク
ノ
ク
シ
ス

云
不
レ
見
二
如
來
説
二
一
句
法
一
云
云
。
如
何
。
答
是
常
施
菩
薩
言
也
。
法
華
經
菩
薩
聞
一
是
法
疑
網
皆
已
除
千
二
百
羅
漢
悉
亦
當
一
作
佛
一
と

う
ノ

ノ

ク

キ
ル
レ
ノ
二

云
。
八
萬
菩
薩
も
千
二
百
羅
漢
も
悉
皆
列
座
し
、
蕊
聞
随
喜
す
。
常
施
一
人
は
不
し
見
・
可
レ
依
一
何
説
・
」
（
定
一
二
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
み

え
る
文
に
も
「
注
法
華
経
』
に
注
記
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
（
説
法
品
第
二
〔
開
経
六
九
〕
『
像
法
決
疑
経
』
、
〔
開
経
一
四
八
〕
『
樗
伽
経
乞
。

こ
こ
に
示
さ
れ
る
『

「
開
結
』
五
二
九
頁
。

「
開
結
』
二
二
～
三
言

「
一
代
五
時
継
図
』
と
「
注
法
華
経
』
（
関
戸
）

二

二

1
一

一

一

頁
0

『
華
厳
経
』
『
銀
色
女
経
』
は
と
も
に
原
典
に
こ
の
文
を
み
な
い
。
山
中
喜
八
編
著
『
定
本
注
法
華
経
』
索
引
を
参
照
。
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